
学校施設の使用手続について（フローチャート）

⑴ 学校施設開放事業運営委員会が設置されている学校を使用する場合

⑵ ⑴以外の学校を使用する場合
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①開放施設団体利用申込書

④以下の書類を提出

・開放施設団体利用申込書

・利用登録団体一覧表

・運営委員会記録報告書

・学校体育施設利用日誌兼

鍵使用簿
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③運営委員会記録報告書

学校体育施設開放事業運営委員会
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①使用可能日報告②開放施設使用許可申請書

※使用日の７日前までに提出

③許可 ④許可書写し送付

高田小

広田小

小友小

竹駒小

横田小

高田第一中

②日程調整


